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新型コロナウイルス感染症に関する花巻市の対応について
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《新型コロナウイルスワクチン接種について》

新型コロナウイルス感染症ワクチン接種対策室では、４⽉から実施する⾼齢者に対するワクチン接種に向けて準
備を進めています。

▶コールセンターの設置
設置⽇ ：令和３年３⽉２６⽇（⾦）開設
営業⽇ ：平⽇、⼟⽇祝⽇も営業
営業時間：午前８時３０分から午後５時１５分まで
電話番号：０１２０−３８３−２２５ ＦＡＸ ０１９８−４１−３６０６
Ｍａｉｌ：corona@city.hanamaki.iwate.jp
業務内容：①ワクチン接種に関する相談対応

②接種会場通知が届いた⽅のワクチン接種⽇時の予約受付
③ワクチン接種当⽇の移動⼿段の相談・予約受付

▶４⽉に供給されるワクチンの接種⽇程
４⽉に供給されるワクチンの量が９７５⼈分と限定されていることから、⾼齢者の中でも感染時の重症化リス

クの⾼いと考えられる年齢の⾼い⽅々、具体的にはまず９１歳以上の⽅から接種を⾏います。
対 象 者：91歳以上の⽅
⽇程・会場：令和３年４⽉２１⽇（⽔）花巻市総合体育館 接種予定 花巻地域の⽅ ３２５⼈

令和３年４⽉２２⽇（⽊）⼤迫交流活性化センター 接種予定 ⼤迫地域の⽅ ６５⼈
令和３年５⽉ ６⽇（⽊）⽯⿃⾕学習会館 接種予定 ⽯⿃⾕地域の⽅１５５⼈
令和３年５⽉ ６⽇（⽊）東和コミュニティセンター 接種予定 東和地域の⽅ １００⼈
令和３年５⽉ ８⽇（⼟）⽣涯学園都市会館 接種予定 花巻地域の⽅ ３３０⼈
※いずれも１回⽬の接種⽇程 ２回⽬は３週間後に同じ会場で実施

そのほかの５⽉以降の接種⽇程は、ワクチン供給の状況により決定していきます。

▶接種会場
花巻地域 ：花巻市総合体育館ほか、⽣涯学園都市会館、花巻市交流会館など
⼤迫地域 ：⼤迫交流活性化センターなど
⽯⿃⾕地域：⽯⿃⾕⽣涯学習会館など
東和地域 ：東和コミュニティセンターなど
予定施設は１２⽉まで予約済みですが、ワクチン供給の状況により⽇程並びに会場を決定していきます。

▶接種会場でのシミュレーション実施について
⾼齢者向けの接種開始に当たり、関係者（医療従事者、市職員等スタッフほか）によるシミュレーションを
実施します。（取材可、ただし、⼀部⽴ち⼊り制限区域を設ける場合があります）
⽇時：４⽉１５⽇（⽊）１４：００〜１５：３０ 会場：花巻市総合体育館

▶⾼齢者へのワクチン接種概要
【対象者数】 ３４，００９⼈

（国が定める基準⽇、令和３年１⽉１⽇時点において、令和３年度中に６５歳以上に達する⽅）
【ワクチン】 ファイザー社製ワクチンでの接種を予定（２０⽇の間隔をおいて２回の接種が必要）
【接種時期】 ４⽉２１⽇から開始、８⽉中に完了予定

※国の⽅針やワクチン供給時期・供給量等によって完了⽇は変更となります
※⽔曜・⽊曜・⼟曜を基本的な接種曜⽇として設定

【通 知】 ○ワクチン接種券（クーポン券）：２回分を配布
対象となる⽅に３⽉末⽇に２回分を⾃宅住所に⼀⻫送付

○ワクチン接種会場通知
対象者に、以下の順番で接種会場ごとに発送時期を分けて４⽉１⽇から順次送付予定
①９１歳以上の⽅
②７５歳から９０歳の⽅
③７４歳から６５歳の⽅

【予約⽅法】 市コールセンターへの電話予約のほか、専⽤ウェブサイトでの予約も可能
https://vc.liny.jp/032051 ※４⽉５⽇開設予定
そのほか、LINE（ライン）アプリを使った予約についても検討中
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なお、９１歳以上など特に⾼齢な⽅々の中には、同居の家族や⽀援する⽅がいないなど、⾃⼒で
コールセンターへの電話が困難な⽅がいることが予想されます。そのような理由によりコールセン
ターに連絡のない⽅に対する市からの連絡の必要性、⼿段について更に検討します。

【移動⼿段】 接種会場までは各⾃で移動していただくことを基本としていますが、移動⼿段の確保が難しい次の
ような⽅に対し、送迎⾞（乗合タクシー、バス）を準備します。

・⾃宅から指定の集団接種会場まで遠く、歩いていけない
・接種時間に合う路線バスがない
・集団接種会場まで送迎してくれる家族等がいない

利⽤を希望する⽅は市コールセンターへ接種⽇時の予約と合わせてご連絡ください。

▶⾼齢者施設等でのワクチン接種体制
⾼齢者施設に⼊所されている⽅への接種は、施設従事者への同時接種も念頭に５⽉以降にそれぞれの施設でワク

チン接種を開始する予定です。

▶⾼齢者以外の⽅のワクチン接種体制
国の⽰す優先接種の順位に従い、国からの通知や供給されるワクチンの供給量、種類等に基づき、花巻市医師会、

総合花巻病院とのワクチン接種準備会にて接種体制を検討していきます。

担当：新型コロナウイルス感染症ワクチン接種対策室：４１−３６０５

《花巻・遠野地域外来検査センターの休⽌について》

市では、当市市内の医療機関において、新型コロナウイルス感染症のＰＣＲ検査や抗原検査を実施できる「診
療・検査医療機関」の拡充が図られ、花巻・遠野地域外来検査センターへの検査依頼件数が減少していることから、
岩⼿県中部保健所、花巻市・遠野市各医師会、総合花巻病院、花巻市、遠野市による「地域外来・検査センター運
営協議会において、４⽉１⽇から当検査センターを休⽌の扱いとする⽅向性が決められました。

なお、今後において、感染の拡⼤により⼤規模な検査体制が必要となった際などに使⽤する可能性も否定できな
いことから廃⽌ではなく休⽌となりました。

担当：新型コロナウイルス感染症対策本部：２９−５２７５



《新型コロナウイルス感染症に関する⽀援について》

◆【令和３年度新規事業】中⼩企業経営⽀援⾦について（商⼯労政課：４１−３５３４）
市では、令和２年度に市が独⾃に⽀援を⾏った飲⾷店、温泉宿泊業、タクシー、貸切バス、運転代⾏業などの事

業者以外の事業者を⽀援するため、岩⼿県が令和３年度から⾏う「地域企業経営⽀援⾦」に上乗せして、花巻商⼯
会議所を通じて下記のとおり市独⾃の⽀援⾦を給付します。

【事業主体】 花巻商⼯会議所

【対 象】 下記の全てを満たす事業者

①花巻市内に本店⼜は主たる事業所を有する中⼩企業者であって、⼩売業、サービス業、
飲⾷業、宿泊業など、県「地域企業経営⽀援⾦」の対象業種を営む事業者

②令和２年度に市が⾏った以下の補助⾦等をいずれも受給していない事業者
・花巻商⼯会議所飲⾷店等経営⽀援事業⽀援⾦
・花巻市温泉宿泊施設等利⽤促進事業補助⾦
・花巻市貸切バス事業者事業持続⽀援⾦
・花巻市公共交通事業者緊急対策⽀援⾦

【売上要件】 下記のいずれかに該当する事業者

(1)令和２年１１⽉から令和３年３⽉までの間のいずれか１か⽉の売上が前年同⽉と⽐較して
５０％以上減少している事業者

(2)令和２年１１⽉から令和３年３⽉までの間のいずれかの連続する３か⽉の売上の合計が前年
同期と⽐較して３０％以上減少している事業者

※前年の売上が存在しない者にあっては、⽐較⽉の直近までのいずれか１⽉の売上若しくは
いずれかの連続する３か⽉の売上の合計で算定します

【⽀援⾦額】 １店舗につき３０万円

【申 請 等】 申請期間：令和３年４⽉１２⽇（⽉）から令和３年４⽉２８⽇（⽔）まで（⼟⽇除く）
受付時間：午前９時から午後４時（完全予約制）
電話番号：０１９８−２３−３３８１（花巻商⼯会議所）
受付場所：なはんプラザ ３階 ギャラリー

※申請書類の作成⽅法などの相談も可能です
〈参考〉
岩⼿県による⽀援（地域企業経営⽀援⾦⽀給事業費補助⾦）
【対 象】 県内に店舗を有する中⼩企業者であって⼩売業、サービス業、飲⾷業、宿泊業など次⾴に掲載し

ている対象業種を営む事業者
【要 件】 花巻市と同様
【⽀援額】 令和２年１１⽉から令和３年３⽉の間で、売上を⽐較する⽉を含む任意の連続する３か⽉の売上

合計を前年同期の売上合計から差し引いた額（１店舗につき最⼤４０万円）※
※複数店舗を経営する事業者にあっては法⼈２００万円、個⼈事業主１００万円が上限

⽀給例）令和元年度売上 ４００，０００円、令和２年度売上 １６０，０００円の場合
400,000−160,000＝290,000 → 差額が400,000円を下回るため290,000円が⽀給額

令和元年度売上 １，３００，０００円、令和２年度売上 ５５０，０００円の場合
1,300,000−550,000＝750,000 → 差額が400,000円を超えるため400,000円が⽀給額

岩⼿県の⽀援と市の⽀援、両⽅に該当する場合は１店舗につき最⼤７０万、県の⽀
援のみの場合（上記②に記載の⽀援を受けている事業者）でも最⼤４０万円の⽀援を
受けることができます。
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《地域企業経営⽀援⾦対象業種》

Ｐ４

⼤分類 中分類

Ｇ（情報通信業）の⼀部
38 放送業
39 情報サービス業
40 インターネット付随サービス
41 映像・⾳声・⽂字情報制作業

Ｈ（鉄道業、道路旅客運送業）の⼀部
43 道路旅客運送業

ただし、⼩分類431⼀般乗合旅客⾃動⾞運送業を除く。
44 道路貨物運送業

Ｉ（卸売業、⼩売業）の⼀部

56 各種商品⼩売業
57 織物・⾐服・⾝の回り品⼩売業
58 飲⾷料品⼩売業
59 機械器具⼩売業
60 その他の⼩売業

Ｊ（⾦融・保険業）の⼀部 67 保険業（保険媒介代理業、保健サービス業を含む）

Ｋ（不動産業、物品賃貸業）
68 不動産取引業
69 不動産賃貸業・管理業
70 物品賃貸業

Ｌ（学術研究、専⾨・技術サービス業）
71 学術・開発研究機関
72 専⾨サービス業（他に分類されないもの）
73 広告業
74 技術サービス業（他に分類されないもの）

Ｍ（宿泊業、飲⾷サービス業）
75 宿泊業
76 飲⾷店
77 持ち帰り・配達飲⾷サービス業

Ｎ（⽣活関連サービス業・娯楽業）
78 洗濯・理容・美容・浴場業
79 その他の⽣活関連サービス業
80 娯楽業

Ｏ（教育、学習⽀援業） 81 学校教育
82 その他の教育，学習⽀援業

Ｐ（医療、福祉）
83 医療業
84 保健衛⽣
85 社会保険・社会福祉・介護事業

Ｒ（サービス業）の⼀部

88 廃棄物処理業
89 ⾃動⾞整備業
90 機械等修理業
91 職業紹介・労働者派遣業
92 その他の事業サービス業
95 その他のサービス業



◆第２弾「がんばれ花巻！対象のお店で２０％戻ってくるキャンペーン」の状況（商⼯労政課：４１−３５３４）
市では、令和２年１２⽉１⽇から令和３年３⽉３１⽇までの４か⽉間、新型コロナウイルス感染症により影響を

受けている市内飲⾷店や⼩売店などの事業継続を応援するため、市内対象店舗でＱＲコード決済サービス「Ｐａｙ
Ｐａｙ」で決済した場合、⽀払額の最⼤２０％のＰａｙＰａｙボーナス（ポイント）を還元するキャンペーンを実
施しています。

【対象店舗等】 １，０７５店舗

【第２弾キャンペーン速報値】令和２年１２⽉１⽇から令和３年３⽉２１⽇

決済回数：１９５，７４１回
決済⾦額：９億５，００７万３千円

（１⽇あたりの平均決済⾦額：８，５５９，２２３円）
還 元 額：１億６，４４３万６千円

〈参考〉
第１弾キャンペーンの実績（令和２年８⽉１⽇〜令和２年９⽉３０⽇）

決済回数：７０，２３４回
決済⾦額：２億７，９７７万７千円

（１⽇あたりの平均決済⾦額） ４，５８６，５２１円
還 元 額：４，５６５万６千円

【令和３年度の実施について】
市では、本キャンペーンが市内事業者に対する⽀援策として⾮常に⼤きな効果を発揮していることから、令和

３年度においても第３弾キャンペーンの実施を計画しています。実施時期、実施内容については未定ですが、Ｐ
ａｙＰａｙ㈱社内ルールにより、最短で８⽉からの実施が可能です。

◆花巻市温泉宿泊施設等利⽤促進事業の状況及び期間延⻑について（観光課：４１−３５４２）
市では、市内温泉宿泊施設等を⽀援するため、令和２年６⽉から実施しております温泉宿泊施設等利⽤促進事業

について、実施期間を令和３年３⽉３１⽇（⽔）から令和３年５⽉９⽇（⽇）まで延⻑して実施します。

【対 象】 花巻市⺠及び岩⼿県⺠、県⺠のグループ⼜は県内事業所に勤務する⽅
団体利⽤の際は、８⼈程度までを⽬安

【期 間】 令和３年３⽉３１⽇（⽔）以降も令和３年５⽉９⽇（⽇）まで延⻑して実施します。

【助成額】２⽉２０⽇以降
①⽇帰り⼊浴（１⾷付）助成
・温泉宿泊施設等の2,000円以上のプラン（⼊湯税は含まない）について、利⽤者⼀⼈当たり1,000円を助成

②宿泊助成：２⽉２０⽇利⽤分から下記のとおり拡充、２⽉１９⽇までの利⽤分は⼀律２，０００円助成
・温泉宿泊施設等利⽤者⼀⼈当たり最⼤4,000円助成

4,000円以上6,000円未満のプラン（⼊湯税は含まない）については2,000円を助成
6,000円以上8,000円未満のプラン（⼊湯税は含まない）については3,000円を助成
8,000円以上のプラン（⼊湯税は含まない）については4,000円を助成

【実 績】令和２年６⽉１⽇から令和３年３⽉２６⽇集計分まで

⽇帰り⼊浴助成：延べ １８，７０７⼈、助成総額 １，８７０万７千円
宿泊助成 ：延べ１７０，８６７⼈、助成総額 ５億８８５万４千円

【その他】
市内宿泊施設の２、３⽉の県⺠利⽤・予約は回復基調となってきているものの、県外客を含めた宿泊利⽤・

予約数全体では例年より少ない状況が続いていることを鑑み、コロナ禍において県⺠の需要喚起を図るため、
引き続き宿泊促進⽀援を実施する必要があると判断したものです。

Ｐ５



◆花巻市中⼩企業持続⽀援事業（地代・家賃補助）の実績（商⼯労政課：４１−３５３９）
市では、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した市内事業者の固定経費の軽減を図るため、令和

２年１０⽉から令和３年２⽉までを対象とした家賃補助を岩⼿県と連携して実施しました。

【対象業種】 ⼩売業、飲⾷業、宿泊業、道路旅客運送業、物品賃貸業、⽣活関連サービス業、介護・医療業
などの中⼩企業者

【対象経費】 地代・家賃（共益費・管理費含む）

【要 件】 次のいずれかの要件を満たす事業者（申請受付は既に終了しています）

（※）要件①⼜は要件②に加え、要件③を満たす場合は、３か⽉分の地代・家賃に１／６を乗じた額を追加補助す
るため １／３＋１／６＝１／２

【令和２年度実績】 ２３６事業者、３５，７９１千円
（R2.4〜R2.9を対象とした地代・家賃補助との累計 ５０７事業者、６６，６２１千円）

【令和３年度の実施について】
市では、令和３年度当初予算に中⼩企業持続⽀援事業費を計上しておりますが、実施時期、補助額等の詳細に

ついては、現在、検討を進めているところです。

◆失業者⽣活⾒舞⾦の状況と期間延⻑について（商⼯労政課：４１−３５３６）
市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業所の倒産・廃業・経営悪化等を理由とした事業主都合に

よる解雇により失業した⽅に対して⼀律に１０万円の⾒舞⾦を⽀給しています。

【対 象】 同⼀の事業所に３か⽉以上勤務し、令和２年４⽉１⽇以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受
けて失業された市内在住の⽅で下記の①から③の全てに該当する⽅で、Ａ⼜はＢのいずれかに該当
する⽅

①失業⽇から本制度の申請⽇までの期間、継続して本市の住⺠基本台帳に記載されている⽅
②失業⽇まで雇⽤保険の被保険者であり、かつ、医療保険の被扶養者となっていない⽅
③本制度の申請⽇において⽣活保護の認定を受けていない⽅

Ａ：事業所の倒産・廃業・経営悪化等を理由とした事業主都合による解雇により失業した⽅
Ｂ：労働契約期間満了による離職で、ご本⼈の意思に反し、事業主の都合により当該労働契約が更

新されなかった⽅（⾒直し分）
※申請時点で就労し雇⽤保険の被保険者になった⽅、「労働期間の更新を⾏わないこと」を条件に契約を締結し
た⽅、失業⽇以前に事業所の役員だった⽅は対象外となります

【内 容】 １⼈あたり１０万円を⽀給

【申 請】 所定の申請様式に必要事項路記⼊の上、令和３年３⽉３１⽇までに商⼯労政課窓⼝に持参
申請様式は商⼯労政課窓⼝に配置するほか、市ホームページにも掲載

【実 績】 ７５件、⽀給合計額 ７５０万円（３⽉２６⽇時点）

【令和３年度の実施について】
市では、新型コロナウイルス感染症の影響が４⽉以降も継続するものと⾒込まれることから、失業者⽣活⾒

舞⾦の交付対象期間を令和３年９⽉まで延⻑します（令和３年度第１号補正予算）。⽀給の対象及び内容につ
いては、上記のとおりとなります。
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要 件 補助率及び補助対象期間 上限額

要件① R2.10〜R3.2の間のいずれか１か⽉の売上が前年
同⽉⽐50％以上減少 １/３

（R2.10〜R3.2の5か⽉間）
最⼤50万円

（⽉額10万円）
要件② R2.10〜R3.2の間のいずれか連続する３か⽉の売

上の合計が前年同期⽐30％以上減少

要件③ R2.11〜R3.1の間のいずれか１か⽉の売上が前年
同⽉⽐３０％以上減少

１/２（※）
（R2.12〜R3.2の3か⽉間）

最⼤30万円
（⽉額10万円）

全てに該当

いずれか該当



◆花巻市雇⽤安定助成⾦の対象期間延⻑について（商⼯労政課：４１−３５３６）
市では、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮⼩を余儀なくされた、市内事業者の雇⽤の維持と

事業の継続を⽬的とし、国の雇⽤調整助成⾦の助成率が１０/１０とならない事業者を対象として、令和２年４⽉
１⽇から令和３年２⽉２８⽇まで市が独⾃に国の雇⽤調整助成⾦の上乗せ補助を⾏っておりましたが、国の雇⽤調
整助成⾦の対象期間が４⽉３０⽇まで延⻑されたことから、花巻市雇⽤安定助成⾦の対象期間を令和３年４⽉３０
⽇まで延⻑します。

【対 象】 市内事業者（国の雇⽤調整助成⾦の助成率が１０/１０となる事業者を除く）
【助成率】 １/１０
【助成⾦】 国の雇⽤調整助成⾦に対して、助成⾦対象額の１/１０の⾦額

（但し、対象労働者１⼈１⽇あたり上限９２５円）
【期 間】 令和２年４⽉１⽇から令和３年４⽉３０⽇までの期間を１⽇でも含む賃⾦の締切期間

（但し、令和２年４⽉１⽇以降に限る）
【備 考】 ・令和２年７⽉１⽇以降の休業についても遡って対象とします

・雇⽤保険被保険者でない労働者（パート、アルバイト等）を対象とした緊急特定地域特別雇⽤安
定助成⾦についても上乗せ対象です。

【参 考】 国の雇⽤調整助成⾦の概要
・上限額：対象労働者１⼈１⽇あたり１５，０００円
・助成率：中⼩企業４/５（令和３年１⽉８⽇以降に解雇等がない場合１０/１０）

⼤企業２/３（同上３/４）※１

・期 間：令和２年４⽉１⽇から令和３年４⽉３０⽇までの期間を１⽇でも含む賃⾦の締切期間※２

※１ 令和３年１⽉８⽇から令和３年４⽉３０⽇までの期間において、売上等が前年⼜は前々年同期と⽐べ３か⽉
の平均値で３０%以上減少した⼤企業は、助成率４／５（解雇等を⾏っていない場合は１０／１０）

※２ 賃⾦の締切期間とは･･･
賃⾦締切⽇の翌⽇から次の締切⽇までの期間になります。
例）賃⾦締切⽇が１０⽇締めの場合：令和３年３⽉１１⽇から令和３年４年１０⽇までの期間

◆はなまき暮らしの継続応援⽀援⾦の状況と期間延⻑について（地域福祉課：内線４６７）
市では、都道府県社会福祉協議会が⾏っている「緊急⼩⼝資⾦」及び「総合⽀援資⾦」の特例貸付を受けた⽅の

⽣活の安定を⽀援するため、⽀援⾦を交付していますが、社会福祉協議会が⾏う特例貸付の申請期間が令和３年３
⽉３１⽇から令和３年６⽉３０⽇まで延⻑されたこと、新型コロナウイルス感染症による経済への影響は４⽉以降
も継続すると予想されることから、令和３年度も引き続き本事業を実施します。

【対 象】 社会福祉協議会が⾏う「緊急⼩⼝資⾦」及び「総合⽀援資⾦」の特例貸付を受けた世帯で次の全
てを満たす⽅
①貸付決定から本補助⾦交付申請時点まで、花巻市に住⺠登録のある⽅
②令和２年４⽉以降の⽉の収⼊（休業補償等を含む）のうち、前年同⽉⽐で20％以上減少した⽉
がひと⽉以上ある⽅

【⽀援⾦額】 貸付利⽤総額の４０％（従前の２０％から、令和３年２⽉に４０％に拡充）
※既に従前の貸付利⽤総額の２０％で交付済みの⽅も、再申請することで２０％（拡充分）の給付を受けるこ
とができます。対象者には地域福祉課より通知等を送付しています。

【受付期間】 令和３年７⽉３０⽇（⾦）まで（令和３年３⽉３１⽇から延⻑）

【申 請 等】 地域福祉課へ郵送⼜は持参で提出ください。

【実 績】 ▶⽀援⾦交付決定状況（３⽉２６⽇時点）
申請件数 １７６件
交付決定済み件数 １７６件（交付決定額 １，４２０万円）

▶特例貸付利⽤実績（３⽉２６⽇時点）
緊急⼩⼝資⾦ ２８４件（貸付利⽤額 ４，３５２万円）
総合⽀援資⾦ ５２件（貸付利⽤額 １，９２０万円）
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◆飲⾷店・⾃動⾞運転代⾏業への経営⽀援⾦の実績について（商⼯労政課：４１−３５３４）
市では、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少し、経営に⽀障が⽣じている市内飲⾷店及び⾃動⾞

運転代⾏業を⽀援するため、花巻商⼯会議所を通じて５０万円の経営⽀援⾦を給付しました。

【対 象】 花巻市内で飲⾷店（持ち帰り・配達飲⾷サービス含む）⼜は⾃動⾞運転代⾏業を営む市内に本店
⼜は主たる事業所を有する中⼩企業者

【要 件】 令和２年１１⽉から令和３年１⽉までの間のいずれか１か⽉の売上が前年同⽉と⽐較して３０％
以上減少（申請受付は既に終了しています）

【⽀援⾦額】 飲 ⾷ 店 ：市内１店舗につき５０万円
⾃動⾞運転代⾏業：市内１事業者につき５０万円

【令和２年度実績】

飲⾷店 申請受付件数：３５４店舗（⽀給総額 １億７，７００万円）
代⾏業 申請受付件数：１０事業者（⽀給総額 ５００万円）

◆花巻市ひとり親世帯臨時特別⽀援給付⾦の実績について（地域福祉課：４１−３５７５）
国では、新型コロナウイルス感染症の影響により、⼦育てと仕事を⼀⼈で担う低所得のひとり親世帯を⽀援する

ため、臨時特別給付⾦を⽀給しました。このうち、基本給付については既に２回⽀給されていますが、追加給付に
ついては１度のみの⽀給となっていることから、⻑期にわたり影響を受けているひとり親世帯を⽀援するため、市
独⾃に国が⾏った追加給付分相当額を⽀給します。

【対 象】 国が実施した「ひとり親世帯臨時特別給付⾦」の対象世帯のうち、家計が急変し収⼊が減少した
との申し出を⾏い、国から５万円の追加給付を受けた世帯
（申請受付は既に終了しています）

【⽀給⾦額】 １世帯当たり５万円

【実 績】 対象件数 １４２件
⽀給合計 ７１０万円

【⽀ 給 ⽇】 ３⽉３０⽇（⽕）予定
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